
A 安全講習受講に対する支援

助成額：受講経費の１／２以内

安全講習等の受講費用を支援！

助成対象となる講習等については、30種類以上あります。
詳しくは、「森のジョブステーションぎふ」ホームページ
（https://m-job.net/menu/new/）等においてご確認ください。

B 新規造林保育専門会社等への自立支援金の給付

助成額：定額９万円以内／月（上限６カ月）

・助成対象は、事業内容に造林・保育を含む設立して５年以内の林業事業体または新たに
造林・保育を行う部門を立ち上げて５年以内の林業事業体となります。※一人親方除く
・受給は、１事業体あたり１回限りとなります。
・登記事項証明書(法人のみ)、個人事業の開業・廃業等届出書の写し(法人以外の場合)、
規約の写し(法人以外の場合)が必要です。

令和８年度事業

新規就業者等定着支援事業

申請窓口：森のジョブステーションぎふ

（公益社団法人岐阜県森林公社 担い手対策課）

C 外部講師による造林保育指導費用の支援

助成額：外部講師に支払った経費
（講師1人あたり１万８千円/日または実際に支払った経費の日額相当分のいずれか低い額）

・助成対象事業体はＢと同じです。
・１事業体あたり４０人日が上限となります。
・林業の経験年数が１０年以上もしくは造林作業指揮者等安全衛生教育を修了している方
を外部講師とした場合が対象となります。

・登記事項証明書、外部講師の指導に要する経費・指導日が確認できる書類、造林作業
指揮者等安全衛生教育の修了証の写し（該当する場合）、研修状況のデジタル写真
が必要です。
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助成金の申請に係る手続きの流れ
様式は「森のジョブステーションぎふ」ホームページ（https://m-job.net/menu/new/）からダウンロードしてください。

事業要望の提出

事業の実施

実績書の提出

確認・額の確定・助成金の支払い（令和8年度より支払いは年度末のみとします。）

実績書に添付する書類（下記に加えて『口座振込依頼書』が必要となります）

重要！岐阜県林業労働力調査について

本助成金については、岐阜県が行う「林業労働力調査」への報告実績、又は協力することが受給要件となっています。

本助成金の活用を希望される場合は、所管する県農林事務所まで同調査への報告、または同調査に対する協力の誓約書を

森のジョブステーションぎふへ提出してください。

助成金の申請先・お問い合わせ先
〒５０１－３７１４ 岐阜県美濃市曽代８８ 岐阜県立森林文化アカデミー内テクニカルセンターＡ棟１階

(公社)岐阜県森林公社 森のジョブステーションぎふ 担い手対策課

電話 ：０５７５－２９－３８３８ ＦＡＸ：０５７５－２９－３８３９

メール：m-job@gifu-shinrin.or.jp ホームページ：https://m-job.net/menu/new/

Ａ 安全講習等受講に対する支援

①講習の案内(内容、日程、金額がわかるもの)の写し、②講習を修了したことがわかる書類(修了証等)の写し

Ｂ 新規造林保育専門会社等への自立支援金の給付

①登記事項証明書(事業目的に造林が含まれていることが必要)の写し ※法人に限る

②個人事業の開業・廃業等届出書の写し ※法人以外の場合、③規約の写し ※法人以外の場合

Ⅽ 外部講師による造林保育指導費用の支援

①登記事項証明書(事業目的に造林が含まれていることが必要です)の写し※法人に限る、②個人事業の開業・廃業等届出書の写し

※法人以外の場合、③規約の写し ※法人以外の場合、④外部講師の指導に要する経費が確認できる書類

の写し、⑤外部講師の指導日が確認できる書類の写し、⑥外部講師の造林作業指揮者等安全衛生教育の修了証の写し

（該当する場合）、⑦研修状況のデジタル写真（外部講師と研修受講者が確認できること）

令和８年４月１日版

手続きの流れ

助成金の受給を希望する場合は、予め事業要望書を提出してください。

【提出時期：事業実施期間内随時受付】
※ 予算に達し次第、受付を終了します。

助成金の対象期間は、【2026年4月1日(水)～2027年2月15日(月)】となります。

この期間外の事業実施分は助成金の対象となりませんので、ご注意ください。

実績書の提出時期は以下のとおりです。

なお、予算がなくなり次第終了となります。

2027年 2月16日(火)～ 3月1日(月)


